令和５年度介護サービス事業所に対する運営指導の結果について

（1） 運営指導の実施状況
　令和５年度の運営指導実施状況については次の通りです。

	サービス種別
	実施数

	[bookmark: _Hlk210893377]訪問介護
	１

	地域密着型通所介護
	３

	居宅介護支援
	２




（2） 主な指摘事項
令和５年度の運営指導における文書指摘の主な具体的事例は、以下の通りです。
	訪問介護
	利用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格等を確認していない事例があった。
（条例第15条第1項、施行要領第3の1の3（11）①）

	
	実施状況や評価について、利用者又はその家族に説明を行っていなかった事例があった。
（条例第28条第2項、施行要領第3の1の3（20）③）


条例：東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例
（平成 24 年東京都条例第111号）
要領：東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例及び東京都指定介護予防
サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例施行要領（24福保高介第1882号）

	地域密着型通所介護
	・地域密着型通所介護計画の内容について、説明及び利用者の同意を得るのが遅い事例があった。
・地域密着型通所介護計画を利用者に交付するのが遅い事例があった。
（省令第27条第3項、第4項、基準について第3の二の二の3（3））

	
	家族の個人情報を用いているが、あらかじめ文書により、家族の同意を得ていない事例があった。
（省令第37条準用（第3条の33第3項）、基準について第3の一の4（26）③）

	
	①利用者又はその家族に対して個別機能訓練の実施状況や効果等を説明した記録がなかった。
②個別機能訓練の実施状況や効果等を介護支援専門員に報告した記録がなかった。
（告示別表2の2注13（2）、留意事項第2　3の2（11））

	
	入居申込者の入居に際して、生活歴の把握に努めているか確認できない事例があった。
（羽村市条例第13号第114条第4項、省令第94条第4項、基準について第3の五の4（1）②）

	
	入居及び退居の年月日及び共同生活住居の名称を利用者の被保険者証に記載していない事例があった。
（羽村市条例第13号第115条第1項、省令第95条第1項、基準について第3の五の4（2）①）

	
	認知症対応型共同生活介護計画作成後にアセスメントを実施していた事例があった。
（羽村市条例第13号第118条第3項、省令第98条第3項、基準について第3の五の4（5）③）

	
	認知症対応型共同生活介護計画の内容について利用者の同意を得た日の確認ができない事例があった。
（羽村市条例第13号第118条第4項、省令第98条第4項、基準について第3の五の4（5）③）

	
	認知症対応型共同生活介護計画の利用者への交付日が確認できない事例があった。
（羽村市条例第13号第118条第5項、省令第98条第5項、基準について第3の五の4（5）③）

	
	看取り介護加算について、介護支援専門員その他の職種の者が共同で利用者の介護に係る計画を作成したか、記録上確認できない事例があった。
（告示別表5注8、留意事項第2の6（7））

	
	小規模多機能型居宅介護計画作成後にアセスメントを実施していた事例があった。
（羽村市条例第13号第93条第2項、省令第74条第2項、基準について第3の四の4（6）、省令第38号第13条第8号）

	
	小規模多機能型居宅介護計画において、地域における活動への参加の機会について記載がない事例があった。
（羽村市条例第13号第96条第2項、省令第77条第2項、基準について第3の四の4（9））


省令：指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
（平成18年3月14日厚生省令第34号）
基準について：指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について
（平成18年3月31日老計第0331004号・老振発0331004号・老老発0331017号）
告示：指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準
（平成18年3月14日厚生労働省告示第126号）
留意事項：指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成18年3月31日老計第0331005号・老振発0331005号・老老発0331018号）
羽村市条例第13号：羽村市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年3月25日条例第13号）
省令第38号：指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
（平成11年3月31日号外厚生省令第38号）

	居宅介護支援
	医療系サービスが居宅サービス計画書に位置付けられているケースで、導入に際して主治の医師等の指示があることが確認されていない事例があった。また、意見を求めた医師への居宅サービス計画書の交付記録がない事例があった。
（条例第21条第20号・第21号、省令第13条第19号・第19号の2・第20号）

	
	サービス担当者会議に出席できない事業者へ照会を行った際、その内容、方法と日時についての記載がない事例があった。
（条例第21条第8号、省令第13条第9号）

	
	短期目標更新時に軽微な変更として取り扱っているケースについて、軽微な変更と判断した理由の記載のない事例があった。
（条例第21条第16号、省令第13条第16号）

	
	アセスメント実施日と居宅サービス計画書作成日の日付に整合性を欠く事例があった。
（条例第21条第7号、省令第13条第8号）

	
	アセスメント記録がない事例があった。
（条例第21条第6号、省令第13条第7号）

	
	医療系サービスが居宅サービス計画書に位置付けられているケースで、導入に際して主治の医師等の指示があることが確認されていない事例があった。また、意見を求めた医師への居宅サービス計画書の交付記録がない事例があった。
（条例第21条第20号・第21号、省令第13条第19号・第19号の2・第20号）

	
	サービス担当者会議に出席できない事業者へ照会を行った際、その内容、方法と日時についての記載がない事例があった。
（条例第21条第8号、省令第13条第9号）

	
	居宅サービス計画書を作成した際に、導入されたサービス事業所に交付の記録がない事例があった。
（条例第21条第10号、省令第13条第11号）

	
	居宅サービス計画書を作成した際に、アセスメントの記録がない事例があった。
（条例第21条第4号、省令第13条第6号）

	
	最新の居宅サービス計画書と以前の居宅サービス計画書の間にサービス提供期間の記録がない事例があった。
（条例第21条第3号、省令第13条第3号）


条例：羽村市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例（平成30年3月27日条例第13号）
省令：指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成11年3月31日厚生省令第38号）
